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危険物施設における可燃性蒸気の滞留するおそれのある場所に関する運用について 

 

危険物施設において、可燃性蒸気の滞留するおそれのある場所（以下「危険区域」という。）

で用いる電気設備・器具については、防爆構造を有するものとする必要があります（危険物の

規制に関する政令（昭和 34 年政令第 306号）第９条第１項第 17号、第 24条第１項第 13号等）。 

危険物施設における危険区域の設定については、電気事業法令の例により、日本工業規格（JIS）

C 60079-10（爆発性雰囲気で使用する電気機械器具－第 10部：危険区域の分類）に基づき運用

されているところですが、先般この規格が準拠している国際電気標準会議規格（IEC）60079-10

が改訂されたことから、経済産業省において有識者等から構成される検討会が開催され、当庁

も参画して国内対応を検討してきたところです。 

その結果を踏まえ、別添１のとおり、IEC 60079-10に基づき「プラント内における危険区域

の精緻な設定方法に関するガイドライン」が策定されるとともに、別添２のとおり、ガイドラ

インに沿って危険区域を設定する際の事業所における「自主行動計画」の例がとりまとめられ

ました。危険物施設においても、本ガイドラインに沿って危険区域を設定し運用することとし

て差し支えないと考えられるところです。 

 貴職におかれましては、ガイドライン及び自主行動計画とともに、下記の留意事項について、

危険物施設の関係者への周知をお願いします。 

また、各都道府県消防防災主管部長におかれましては、貴都道府県内の市町村（消防の事務

を処理する一部事務組合等を含む。）に対しても、この旨を周知されますようお願いします。 
 なお、このことについては、別添３のとおり、関係事業者団体に対しても通知していますの

で、参考としてください。 

 本通知は消防組織法（昭和 22 年法律第 226 号）第 37 条の規定に基づく助言として発出する

ものであることを申し添えます。 

 

記 
 
１ ガイドラインにおいては、危険物施設の通常運転時における危険区域の設定方法が示され

ていること。また、危険区域の種別としては、「電気機械器具防爆構造規格」（昭和 44年労働
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省告示第 16 号）や「工場電気設備防爆指針（ガス蒸気防爆 2006）」（独立行政法人労働者健康

安全機構 労働安全衛生総合研究所）等、国内の防爆に関する基準等において示される第二

類危険箇所（通常の状態において、爆発性雰囲気を生成する可能性が少なく、また生成した

場合でも短時間しか持続しない場所）に相当するものであること。 

 
２ 危険区域の設定対象となる設備・配管等の周囲において、当該危険区域外に固定式の非防

爆機器を設置する場合には、危険物が流出して可燃性蒸気が滞留する事態に備え、非防爆機

器への通電を緊急に遮断できる装置（緊急遮断装置）やインターロックを設ける等の措置を

講ずること。また、事故発生時の応急措置や緊急遮断装置の操作方法等について、従業員へ

の教育を徹底すること。 

  なお、機器の設置工事に係る手続については、「製造所等において行われる変更工事に係る

取扱いについて」（平成 14 年３月 29日付け消防危第 49号）に基づき、運用されたい。 

 

３ 火災や流出事故が発生した場合には、危険区域外であっても、予期せぬ場所に可燃性蒸気

等が滞留しているおそれがあることから、可搬式の非防爆機器の使用に当たってはガス検知

器等により安全を確認すること。 

 

４ センサーやタブレット等を用いた危険物施設の点検や災害時の現場確認等は、予防規程に

定めることとされている「危険物の保安のための巡視、点検及び検査」や「災害その他の非

常の場合に取るべき措置」等に該当するものであることから、危険物施設の所有者等におい

て作成された自主行動計画については、予防規程の関連文書として位置付けることとして運

用されたいこと。また、予防規程の作成義務のない場合においても、非防爆機器の使用に伴

う危害防止の観点から、安全管理に関する社内規定やマニュアル等に自主行動計画を位置付

けるとともに、消防機関に資料提出を行わせること。 

 
 
 

（問い合わせ先） 

消防庁危険物保安室   

担当：竹本、羽田野（はたの） 

TEL 03-5253-7524 / FAX 03-5253-7534 
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